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○検査事務取扱要綱 

昭和45年10月23日 

 

検査事務取扱要綱 

目次 

第１章 総則（第１条～第３条） 

第２章 工事の検査（第４条～第11条） 

第３章 業務委託の検査（第12条） 

第４章 物件の検査（第13条～第17条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めるものを除き、総務部契約検査課で行う検査に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（検査の種類） 

第２条 契約検査課で行う検査の種類は、次のとおりとする。ただし、緊急その他の事由により必要

がある場合は、検査を担当する課長（以下「検査担当課長」という。）は、工事担当課長等と協議

の上、契約検査課で行う検査の対象から外すことができる。 

(１) 随時検査  工事の施工中に、施工体制、安全管理及び品質管理等の向上を図り、もって不

良工事の防止等を目的に行う検査をいう。 

(２) 出来高検査 工事等の既済部分の契約金の部分払請求により、それに係る出来高を確認する

検査をいう。 

(３) 部分検査  工事等の既済部分の部分使用をしようとする箇所の検査をいう。 

(４) 中間技術検査 完成後に検査しがたい部分のある工事で、特に重要な部分（検査実施点は別

表第１を原則とする。）及び別表第２に掲げる工事について行う検査をいう。 

(５) 完成検査  工事等が完成したときに行う検査をいう。 

(６) 手直し検査 検査において手直しを指示したときに、当該手直しの完了後に行う検査をいう。 

(７) 完納検査  物品の完納その他の給付の完了を確認する検査をいう。 

（検査担当員） 

第３条 契約検査課に属する職員（検査に係る事務を処理する者に限る。次項において同じ。）は、

検査担当員とする。 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、契約検査課に属する職員以外のものを検査担当員として指

名することができる。 

３ 工事の検査、業務委託（工事関連の測量、設計、地質調査等の業務委託をいう。）の検査及び物

件の検査は、検査担当員が当たるものとする。 

４ 検査担当員は、検査担当課長の命を受けて検査事務に従事しなければならない。 

５ 検査担当員は、契約書、仕様書、設計図書その他関係書類（電磁的な方法による記録を含む。以

下「関係図書」という。）に基づき、厳正な態度をもって公正かつ綿密に検査しなければならない。 

第２章 工事の検査 

（工事検査台帳） 

第４条 検査担当課長は、工事の請負契約を締結したとき、又は契約内容を変更したときは、工事検

査台帳（様式第１号）にその内容を記載しなければならない。 

（検査の手続） 

第５条 工事担当課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに工事検査依頼書（様式第

２号）に検査に必要な書類を添えて検査担当課長に提出し、検査を依頼しなければならない。 

(１) 受注者から完成届の提出があったとき。 

(２) 受注者から工事等の既済部分の契約金の部分払請求があったとき。 

(３) 工事完成前において検査することが必要と認められるとき。 

２ 検査担当課長は、前項の依頼があったときは、速やかに検査の日時を決定し、工事検査実施通知
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書（様式第３号）により工事担当課長に通知しなければならない。 

（検査の中止） 

第６条 検査担当員は、次に掲げる場合は、工事検査を中止し、又は取りやめることができる。 

(１) 立ち会うべき者が立ち会うことができないとき。 

(２) 残工事又は手直し工事が甚だしく、検査に値しないとき。 

(３) 検査に必要な関係図書が提出されないとき。 

(４) 検査担当員の職務執行を妨害され、又はそのおそれがあるとき。 

(５) その他必要があると認めるとき。 

（検査の立会い） 

第７条 出来高検査、部分検査、中間技術検査、完成検査及び手直し検査は、工事担当課の係長及び

現場監督職員が立ち会うとともに、工事担当課長は、当該工事の受注者（又は現場代理人）及び主

任技術者を立ち会わせなければならない。ただし、検査担当員がやむを得ないと認めるときは、こ

の限りでない。 

２ 随時検査においては、関係者の立会いを求めることができる。 

（随時検査） 

第８条 検査担当課長は、工事施工中において検査担当員を工事現場に出張させ、随時検査を実施す

ることができる。 

（破壊検査等） 

第９条 検査担当員は、検査の執行に当たり必要があると認めるときは、検査目的物の一部を破壊し、

又は掘削する等の方法により検査することができる。 

（検査後の処置） 

第10条 検査担当員は、随時検査が終了したときは随時検査調書（様式第４号）を、出来高検査、部

分検査、中間技術検査又は完成検査が終了したときは工事検査報告書（様式第５号）をそれぞれ作

成し、検査担当課長に報告しなければならない。 

２ 検査担当課長は、随時検査の結果、指摘事項があるときは、検査指摘事項通知書（様式第６号）

により工事担当課長に通知しなければならない。 

３ 検査担当課長は、第１項の報告により出来高検査に合格したときは工事出来高検査確認書（様式

第７号）を、部分検査又は中間技術検査に合格したときは工事（部分・中間技術）検査確認書（様

式第８号）を、完成検査に合格したときは工事完成検査確認書（様式第９号）を作成し、それぞれ

工事担当課長へ送付しなければならない。 

４ 検査担当課長は、工事の完成検査の実施状況を工事検査実施状況調書（様式第10号）により１月

ごとに市長に報告しなければならない。 

（工事の手直し） 

第11条 検査担当課長は、出来高検査、部分検査、中間技術検査又は完成検査において、重要な構造

物等の大規模な手直しを必要とする箇所があると認めるとき、又は受注者の故意若しくは重大な過

失により手直しが必要となったときは、小田原市契約規則（昭和39年小田原市規則第22号）第47条

第２項の規定に基づき、工事手直し指示書（様式第11号）により受注者に工事の手直しを指示しな

ければならない。 

２ 検査担当課長は、前項の指示を行ったときは、工事手直し指示事項通知書（様式第12号）により

工事担当課長に通知しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の規定による手直し工事が完了したときは、工事手直し完了届（様式第13号）

によりその旨を工事担当課長に届け出なければならない。 

４ 工事担当課長は、前項の届け出を受けたときは、これを確認し、工事手直し確認書（様式第14号）

を検査担当課長に提出しなければならない。 

５ 検査担当課長は、前項の提出を受けたときは、手直し検査をしなければならない。 

６ 検査担当課長は、手直しが軽易かつ微少であるものについては、工事担当課長の確認をもって手

直し検査に代えることができる。 

第３章 業務委託の検査 

第12条 業務委託の検査については、第２章の規定（第８条の規定を除く。）を準用する。 

第４章 物件の検査 
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（物件検査台帳） 

第13条 検査担当課長は、物件の供給契約を締結したとき、又は契約内容を変更したときは、物件検

査台帳（様式第15号）にその内容を記載しなければならない。 

（検査の手続） 

第14条 主管課長は、受注者から物件の納入の連絡を受けたときは、速やかに検査担当課長に連絡し、

検査を受けなければならない。 

２ 検査担当課長は、前項の規定により連絡を受けたときは、主管課長と協議の上、検査日時を定め

なければならない。 

（検査の立会い） 

第15条 物件の検査は、受注者及び主管課職員の立会いの上で行われなければならない。 

（検査後の処置） 

第16条 検査担当員は、検査が終了したときは、物件検査報告書（様式第16号）を作成し、検査担当

課長に報告しなければならない。 

２ 検査担当課長は、前項の報告により物件が検査に合格したときは、物件完納検査確認書（様式第

17号）を作成し、主管課長へ送付しなければならない。 

３ 検査担当課長は、物件の検査の実施状況を物件完納検査実施状況調書（様式第18号）により１月

ごとに市長に報告しなければならない。 

（物件の手直し） 

第17条 検査担当課長は、物件の完納検査において、破損、変質、性能の低下その他の事故が生ずる

おそれがあると認めるときは、小田原市契約規則（昭和39年小田原市規則第22号）第47条第２項の

規定に基づき、物件手直し指示書（様式第19号）により受注者に物件の手直しを指示しなければな

らない。 

２ 検査担当課長は、前項の指示を行ったときは、物件手直し指示事項通知書（様式第20号）により

主管課長に通知しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の規定による手直しが完了したときは、物件手直し完了届（様式第21号）によ

りその旨を主管課長に届け出なければならない。 

４ 主管課長は、前項の届出を受けたときは、これを確認し、物件手直し確認書（様式第22号）を検

査担当課長に提出しなければならない。 

５ 検査担当課長は、前項の提出を受けたときは、手直し検査をしなければならない。 

６ 検査担当課長は、手直しが軽易かつ微少であるものについては、第４項の確認をもって手直し検

査に代えることができる。 

附 則 

この要綱は、昭和45年10月23日から適用する。 

附 則（昭和52年４月１日） 

この要綱は、昭和52年４月１日から施行し、改正後の第２章の規定は、昭和51年11月１日から適用

する。 

附 則（昭和54年10月24日） 

この要綱は、昭和54年11月１日から適用する。 

附 則（昭和60年12月１日） 

この要綱は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則（昭和61年７月１日） 

この要綱は、昭和61年７月１日から施行する。 

附 則（平成７年４月１日） 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年４月１日抄） 

この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年４月１日） 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年11月１日） 

この要綱は、平成19年11月１日から施行する。 
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附 則（平成20年４月１日） 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日） 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年５月１日） 

この要綱は、平成23年５月１日から施行する。 

附 則（平成25年６月１日） 

この要綱は、平成25年６月１日から施行する。 

附 則（平成29年４月１日） 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年12月１日） 

この要綱は、平成29年12月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日要綱第63号） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年４月１日要綱第41号） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日要綱第13号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

工種 検査実施点（施工上重要な変化点） 

道路 １．重要なコンクリート構造物の基礎工及び配筋完了時 

２．地盤改良完了時 

３．上層路盤完了時 

橋梁 １．下部工の基礎工完了時 

２．ＰＣ橋上部工のポストテンション桁配筋及び緊張時 

３．鋼橋上部工の仮組検査（簡易なものを除く）及び床版配筋完了時 

河川・水路 １．重要なコンクリート構造物の基礎工及び配筋完了時 

地滑り・急傾斜 １．鉄筋構造物の配筋完了時 

２．アンカー工完了時 

３．杭打工溶接完了時 

４．モルタル注入完了時 

下水道 １．処理場及びポンプ場の基礎工及び配筋完了時 

２．シールド一次覆工完了時 

３．シールド及び推進工事の立坑到達時 

水道 １．重要なコンクリート構造物の基礎工及び配筋完了時 

２．主要機器（ポンプ、発電機等）の性能検査 

土木塗装 １．大規模な塗装工のケレン完了時 

建築 

（外構造園含む） 

１．主要構造物の杭打ち完了時 

２．新築及び改築（増築含む）配筋完了時 

設備 １．新築及び改築（増築含む）配筋完了時 

２．主要機器（ポンプ、送風機、発電機等）の性能検査 

その他 １．埋戻しを行い、構造の重要な部分が不可視となる前 

2.3箇年以上にわたる債務負担行為による工事の年度末における既済部分（出

来高検査を実施するときを除く） 

別表第２（第２条関係） 

 

１ 大規模工事 

・当初契約金額7,000万円以上の工事 
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２ その他工事担当課長、又は検査担当員が必要と認める工事 

 

様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第 10 条関係） 
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様式第５号（第 10 条関係） 
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様式第６号（第 10 条関係） 
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様式第７号（第 10 条関係） 
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様式第８号（第 10 条関係） 
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様式第９号（第 10 条関係） 
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様式第 10号（第 10 条関係） 
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様式第 11号（第 11 条関係） 
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様式第 12号（第 11 条関係） 
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様式第 13号（第 11 条関係） 
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様式第 14号（第 11 条関係） 
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様式第 15号（第 13 条関係） 
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様式第 16号（第 16 条関係） 
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様式第 17号（第 16 条関係） 
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様式第 18号（第 16 条関係） 
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様式第 19号（第 17 条関係） 
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様式第 20号（第 17 条関係） 
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様式第 21号（第 17 条関係） 
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様式第22号（第17条関係） 

 


